
○
国
土
交
通
省
令
第

号

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
気

象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
同
項
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
十
九
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九

条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
二
条

の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
並
び
に
第
四
十
三
条
の
五
、
気
象
業
務
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
一
号

）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
五
十
一
条
並
び
に
国
土
交
通
省

組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
八
条
第
六
項
及
び
第
二
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令

（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



第
一
条

気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記

部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
九
条
の
二
䢣
第
五
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
九
条
の
二
䢣
第
五
十
三
条
）

附
則

附
則

（
予
報
区
等
）

（
予
報
区
等
）

第
八
条

令
第
四
条
、
令
第
五
条
及
び
令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報

第
八
条

令
第
四
条
、
令
第
五
条
及
び
令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報

区
及
び
空
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
こ
れ
ら
を
対
象
と
し

区
及
び
空
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
こ
れ
ら
を
対
象
と
し

て
行
う
予
報
及
び
警
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

て
行
う
予
報
及
び
警
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

府
県
予
報
区
（
一
府
県
の
区
域
又
は

天
気
予
報
、
週
間
天
気
予
報
、
地
震

府
県
予
報
区
（
一
府
県
の
区
域
又
は

天
気
予
報
、
週
間
天
気
予
報
、
地
震

こ
れ
に
相
当
す
る
区
域
（
海
に
面
す

動
予
報
、
火
山
現
象
予
報
、
波
浪
予

こ
れ
に
相
当
す
る
区
域
（
海
に
面
す

動
予
報
、
火
山
現
象
予
報
、
波
浪
予

る
区
域
に
あ
つ
て
は
、
沿
岸
の
海
域

報
、
気
象
注
意
報
、
地
震
動
注
意
報

る
区
域
に
あ
つ
て
は
、
沿
岸
の
海
域

報
、
気
象
注
意
報
、
地
震
動
注
意
報

を
含
む
。
）
を
範
囲
と
す
る
も
の
を

、
火
山
現
象
注
意
報
、
土
砂
崩
れ
注

を
含
む
。
）
を
範
囲
と
す
る
も
の
を

、
火
山
現
象
注
意
報
、
土
砂
崩
れ
注

い
う
。
）

意
報
、
高
潮
注
意
報
、
波
浪
注
意
報

い
う
。
）

意
報
、
高
潮
注
意
報
、
波
浪
注
意
報

、
洪
水
注
意
報
、
気
象
警
報
、
地
震

、
洪
水
注
意
報
、
気
象
警
報
、
地
震

動
警
報
、
火
山
現
象
警
報
、
土
砂
崩

動
警
報
、
火
山
現
象
警
報
、
土
砂
崩

れ
警
報
、
高
潮
警
報
、
波
浪
警
報
、

れ
警
報
、
高
潮
警
報
、
波
浪
警
報
、

洪
水
警
報
、
海
氷
予
報
、
浸
水
注
意

洪
水
警
報
、
海
氷
予
報
、
浸
水
注
意

報
、
浸
水
警
報
、
気
象
特
別
警
報
、

報
、
浸
水
警
報
、
気
象
特
別
警
報
、

地
震
動
特
別
警
報
、
火
山
現
象
特
別

地
震
動
特
別
警
報
、
火
山
現
象
特
別

警
報
、
土
砂
崩
れ
特
別
警
報
、
高
潮

警
報
、
土
砂
崩
れ
特
別
警
報
、
高
潮

特
別
警
報
、
波
浪
特
別
警
報
及
び
洪

特
別
警
報
及
び
波
浪
特
別
警
報

水
特
別
警
報

河
川
予
報
区
（
気
象
庁
長
官
の
指
定

洪
水
注
意
報
、
洪
水
警
報
及
び
洪
水

す
る
河
川
の
区
域
を
範
囲
と
す
る
も

特
別
警
報

の
を
い
う
。
）



津
波
予
報
区
（
海
に
面
す
る
一
府
県

津
波
予
報
、
津
波
注
意
報
、
津
波
警

津
波
予
報
区
（
海
に
面
す
る
一
府
県

津
波
予
報
、
津
波
注
意
報
、
津
波
警

の
区
域
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
区
域

報
、
津
波
特
別
警
報
並
び
に
津
波
に

の
区
域
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
区
域

報
、
津
波
特
別
警
報
並
び
に
津
波
に

（
沿
岸
の
海
域
を
含
む
。
）
を
範
囲

関
す
る
海
上
予
報
及
び
海
上
警
報

（
沿
岸
の
海
域
を
含
む
。
）
を
範
囲

関
す
る
海
上
予
報
及
び
海
上
警
報

と
す
る
も
の
を
い
う
。
）

と
す
る
も
の
を
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
予
報
業
務
の
許
可
の
申
請
）

（
予
報
業
務
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様

第
十
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

式
に
よ
る
予
報
業
務
許
可
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

項
を
記
載
し
た
予
報
業
務
許
可
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

（
削
る
）

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
削
る
）

二

予
報
業
務
の
目
的

（
削
る
）

三

予
報
業
務
の
範
囲

イ

予
報
の
種
類

ロ

対
象
と
し
よ
う
と
す
る
区
域

ハ

火
山
現
象
の
予
報
に
あ
つ
て
は
、
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
火
山

ニ

気
象
関
連
現
象
予
報
業
務
に
あ
つ
て
は
、
当
該
気
象
関
連
現
象
予
報
業
務

の
た
め
の
気
象
の
予
想
を
行
う
か
否
か
の
別

（
削
る
）

四

予
報
業
務
の
開
始
の
予
定
日

２

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
又
は
国
内
代
理
人
（
以
下
「
国
内

代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

３

法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
事
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
気

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
事
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
気

象
予
報
士
の
氏
名
及
び
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
類

象
予
報
士
の
氏
名
及
び
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
類



イ

気
象
又
は
地
象
（
地
震
動
、
火
山
現
象
及
び
土
砂
崩
れ
を
除
く
。
第
十
一

イ

気
象
又
は
地
象
（
地
震
動
、
火
山
現
象
及
び
土
砂
崩
れ
を
除
く
。
第
十
一

条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
報
の
業
務
を
そ
の
範
囲
に
含
む
予

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
報
の
業
務
を
そ
の
範
囲
に
含
む
予

報
業
務
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

報
業
務
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

七

地
方
公
共
団
体
以
外
の
既
存
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

七

地
方
公
共
団
体
以
外
の
既
存
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
又
は
寄
附
行
為
（
外
国
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

イ

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

書
類
）

ロ

登
記
事
項
証
明
書
（
外
国
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

（
新
設
）

）
ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

八

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

八

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
及

イ

定
款
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
及

び
そ
の
準
用
規
定
に
よ
り
認
証
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
認
証
の

び
そ
の
準
用
規
定
に
よ
り
認
証
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
認
証
の

あ
る
定
款
）
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本
（
外
国
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら

あ
る
定
款
）
又
は
寄
附
行
為
の
謄
本

に
相
当
す
る
書
類
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

九

個
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手

九

個
人
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ

カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
又

て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

十

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

十

法
第
十
八
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類

次
に
定
め
る
書
類

イ

申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合

当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記

事
項
証
明
書

ロ

申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合

当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民

票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

十
一

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に

（
新
設
）



よ
り
気
象
庁
長
官
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
気
象

庁
長
官
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

４

前
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
が
外
国
語
で
作

（
新
設
）

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

す
る
者
は
、
気
象
庁
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

る
者
は
、
気
象
庁
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
当
該
許

三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
当
該
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の

七
第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

七
第
四
項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う

ち
住
民
票
コ
ー
ド
（
同
法
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
の
提
供
を
受
け
る
と
き
は
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ

。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
の
提
供
を
受
け
る
と
き
は
、
前
項
第
九
号
に
掲
げ

る
書
類
を
、
当
該
者
の
国
内
代
表
者
等
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち

る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
の
提
供
を
受
け
る
と
き
は
同
項
第
十
号
ロ
に
掲
げ
る

書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６

気
象
庁
長
官
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
許
可
の
た
め
必
要
な
書
類

４

気
象
庁
長
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
許
可
の
た
め
必
要
な
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
報
業
務
の
目
的
又
は
範
囲
の
変
更
認
可
の
申
請
）

（
予
報
業
務
の
目
的
又
は
範
囲
の
変
更
認
可
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
二
号

第
十
一
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
報
業
務
の
目
的
又
は
範
囲
の
変

様
式
に
よ
る
予
報
業
務
変
更
認
可
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予
報
業
務

な
ら
な
い
。

変
更
認
可
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
削
る
）

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（
削
る
）

三

変
更
の
予
定
日

（
削
る
）

四

変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２

法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
十
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

類
の
う
ち
予
報
業
務
の
目
的
又
は
範
囲
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る

書
類
の
う
ち
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
伴
い
そ

も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。



３

（
略
）

３

（
略
）

（
予
報
業
務
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
の
二

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
届
出
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
国
内
の

住
所
並
び
に
法
人
で
あ
る
国
内
代
理
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

変
更
し
た
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

四

変
更
の
実
施
の
日

２

前
項
の
変
更
届
出
書
に
は
、
第
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
法
第

十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
伴
い

そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
三
・
第
十
一
条
の
四

（
略
）

第
十
一
条
の
二
・
第
十
一
条
の
三

（
略
）

（
公
告
の
方
法
）

第
十
一
条
の
五

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も

（
新
設
）

の
と
す
る
。

（
予
報
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

（
予
報
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
予
報
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を

第
十
二
条

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
予
報
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予
報
業
務
休
止
（
廃
止
）

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予
報
業
務
休
止
（
廃
止

届
出
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
届
出
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
国
内
の

（
新
設
）

住
所
並
び
に
法
人
で
あ
る
国
内
代
理
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
～
五

（
略
）

二
～
四

（
略
）



（
試
験
の
申
請
）

（
試
験
の
申
請
）

第
十
六
条

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
十
六
条

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
気
象
予
報
士
試
験
受
験
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
気
象
予
報
士
試
験
受
験
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
類
及
び
写
真
を
添
付
し
て
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
及
び
写
真
を
添
付
し
て
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
四
条
の
二
十
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第

第
三
十
三
条

法
第
二
十
四
条
の
二
十
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第

四
号
様
式
に
よ
る
気
象
予
報
士
登
録
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

二
号
様
式
に
よ
る
気
象
予
報
士
登
録
申
請
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
気
象
予
報
士
名
簿
の
登
録
事
項
）

（
気
象
予
報
士
名
簿
の
登
録
事
項
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

法
第
二
十
四
条
の
二
十
三
の
気
象
予
報
士
名
簿
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る

２

法
第
二
十
四
条
の
二
十
三
の
気
象
予
報
士
名
簿
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
発
表
業
務
の
許
可
の
申
請
）

（
発
表
業
務
の
許
可
の
申
請
）

第
四
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
気
象
の
観
測
の
成
果
を
無
線

第
四
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
の
観
測
の
成
果
を
無

通
信
に
よ
り
発
表
す
る
業
務
（
以
下
「
発
表
業
務
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を
受
け

線
通
信
に
よ
り
発
表
す
る
業
務
（
以
下
「
発
表
業
務
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を
受

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
発
表
業
務
許
可
申
請
書
を
、
気
象

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
発
表
業
務
許
可
申
請
書
を

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
削
る
）

二

発
表
の
目
的

（
削
る
）

三

発
表
業
務
の
開
始
の
予
定
日

（
削
る
）

四

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
無

線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
の
有
無

２

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号

（
新
設
）



の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス

３

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
国
土

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
無

三

電
波
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
同

線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
同
法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
免
許

法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
免
許
記
録
の
写
し
又
は
同
条
の
書
面

記
録
の
写
し
又
は
同
条
の
書
面

四

第
十
条
第
三
項
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

四

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
各
号
に
該

当
し
な
い
旨
を
証
す
る
書
類

４

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く

（
新
設
）

。
）
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
書
類
に
日
本
語
の
翻

訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

気
象
庁
長
官
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
許
可
の
た
め
必
要
な
書
類

３

気
象
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
許
可
の
た
め
必
要
な
書
類
の

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
）

（
発
表
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
八
条

第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

第
四
十
八
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
発
表
業
務
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
等

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
発
表
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
に
つ
い
て
準

の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
十
一
条
の
五
の
規
定
は
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
中
「
予
報
業
務
休
止
（
廃
止
）
届
出

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
、
第
十

書
」
と
あ
る
の
は
「
発
表
業
務
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「

二
条
の
規
定
は
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
規

予
報
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
発
表
業
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

定
に
よ
る
発
表
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
各
号
」
と
、
第
十
二
条
中
「
予
報
業
務
休
止
（
廃
止
）

届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
発
表
業
務
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。



（
報
告
）

（
報
告
）

第
五
十
条

法
第
七
条
第
一
項
の
船
舶
は
、
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、

第
五
十
条

法
第
七
条
第
一
項
の
船
舶
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の

し
た
報
告
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

報
告
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
別
記
第
七
号
様
式
に
記
載
し
た
事
項
（

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
別
記
第
四
号
様
式
に
記
載
し
た
事
項
（

航
路
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

航
路
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

（
削
る
）

四

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏

名
、
名
称
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

（
削
る
）

五

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
若
し
く
は

寄
附
行
為
又
は
役
員
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

（
削
る
）

六

第
十
条
第
二
項
第
一
号
（
ニ
を
除
く
。
）
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
四
十
七

条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
場
合

（
削
る
）

七

第
十
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
記
載
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
削
る
）

八

法
第
二
十
条
の
二
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
を
実
施
し
た
場
合

２

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
を

（
新
設
）

除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
書
類
又
は
役
員
（
代
表
者
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

二

第
十
条
第
三
項
第
一
号
（
ニ
を
除
く
。
）
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

三

第
十
条
第
三
項
第
一
号
ニ
の
記
載
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

四

法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
を
実
施
し
た
場
合

３

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
場
合

（
新
設
）

を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す

る
書
類
又
は
役
員
（
代
表
者
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

二

第
四
十
七
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
事
項
に
変

更
が
あ
つ
た
場
合

三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
く
命
令
を
実
施
し
た
場
合

４

前
三
項
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

２

前
項
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

時
期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

報
告
事
由
の
発
生
し
た
後
三
十
日
以
内

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合

報
告
事
由
の
発
生
し
た
後

三
十
日
以
内

二

第
二
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

報
告

二

前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合

報
告
事
由
の

事
由
の
発
生
し
た
後
遅
滞
な
く

発
生
し
た
後
遅
滞
な
く

三

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

変
更
の
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で

三

前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合

変
更
の
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で

５

第
一
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
報
告
事
由
が
発
生
し
た
日
現
在
に

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
報
告
事

お
い
て
別
記
第
七
号
様
式
の
報
告
書
を
作
成
し
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
が
発
生
し
た
日
現
在
に
お
い
て
別
記
第
四
号
様
式
の
報
告
書
を
作
成
し
、
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
又
は
第
三
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

４

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
国
内
の

（
新
設
）

住
所
並
び
に
法
人
で
あ
る
国
内
代
理
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

（
略
）

二

（
略
）

四

報
告
事
由
の
発
生
の
日
（
第
二
項
第
三
号
の
報
告
に
あ
つ
て
は
、
変
更
の
予

三

報
告
事
由
の
発
生
の
日
（
第
一
項
第
七
号
の
報
告
に
あ
つ
て
は
、
変
更
の
予

定
日
）

定
日
）

７

法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
法
第
六
条
第
三
項
後
段
の
規
定

５

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
法

に
よ
る
観
測
施
設
の
廃
止
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
廃
止
に
係
る
第

第
六
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
観
測
施
設
の
廃
止
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合

二
項
第
二
号
の
報
告
（
第
十
条
第
三
項
第
四
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
省
略

に
は
、
当
該
廃
止
に
係
る
第
一
項
第
六
号
の
報
告
（
第
十
条
第
二
項
第
四
号
又
は

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

８

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
法
第
六
条
第
三
項
後
段
の
規

（
新
設
）



定
に
よ
る
観
測
施
設
の
廃
止
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
廃
止
に
係
る

第
三
項
第
二
号
の
報
告
（
第
四
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
身
分
証
票
）

（
身
分
証
票
）

第
五
十
一
条

法
第
四
十
二
条
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る

第
五
十
一
条

法
第
四
十
二
条
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
氏
名
等
の
公
表
方
法
）

第
五
十
二
条

法
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

（
新
設
）

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
供
与
）

第
五
十
三
条

気
象
庁
長
官
は
、
法
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等

（
新
設
）

違
反
行
為
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
国
内
代
表
者
等
に
そ
の
旨
を

通
知
し
て
、
当
該
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
が
自
ら
又
は
国
内
代
表
者
等
を

通
じ
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

気
象
業
務
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
公
共
の
利
益
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

緊
急
に
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
た
め
の

手
続
を
執
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
。

二

法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



５

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
権
限
は
、
地
方
気
象
台
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

５

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
権
限
は
、
地
方
気
象
台
長
も
行
な
う
こ
と
が
で
き

。

る
。



別
記
第
五
号
様
式
を
別
記
第
八
号
様
式
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る
。



 
 

 

別記第６号様式（第 47条関係） 

 

    年  月  日 

 

発 表 業 務 許 可 申 請 書  

 

 

気象庁長官 

        殿 

氏名又は名称            

（法人の場合は）代表者氏名       

 

気象業務法第 26 条第１項の規定により発表業務の許可を受けたいので、同法施行

規則第 47条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．申請者の氏名又は名称、代表者氏名及び住所 

氏名又は名称 

（法人の場合は）代表者氏名 

住所 

 

２．国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称、代表者氏名及び住

所（申請者が外国法人等の場合のみ） 
氏名又は名称 
（法人の場合は）代表者氏名 
住所 

 

３．発表の目的 

 

４．発表業務の開始の予定日 

 

５．電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第４条の規定による無線局の免許を受けてい

ないときは、同法第６条第１項の規定による申請の有無 

（免許を受けている場合は、この項は不要） 

 

６．電話番号及び電子メールアドレス（申請者が外国法人等の場合は、申請者及び国

内における代表者又は国内における代理人のもの） 

 

  



 
 

 

７．担当者氏名 

 

８．備考 

 



別
記
第
三
号
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
と
し
、
別
記
第
二
号
様
式
を
別
記
第
四
号
様
式
と
し
、
別
記
第
一
号
様
式

を
別
記
第
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



 
 

別記第１号様式（第 10条関係） 

 

    年  月  日 

 

予 報 業 務 許 可 申 請 書  

 

気象庁長官 

        殿 

 

氏名又は名称            

（法人の場合は）代表者氏名       

 

気象業務法第 17 条第１項の規定により予報業務の許可を受けたいので、同法施行

規則第 10条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称、代表者氏名及び住所 
氏名又は名称 
（法人の場合は）代表者氏名 
住所 

 
２．国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称、代表者氏名及び住

所（申請者が外国法人等の場合のみ） 
氏名又は名称 
（法人の場合は）代表者氏名 
住所 

 

３．予報業務の目的及び範囲 

（気象） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 予報期間 

     

（地象（地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。）） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報期間 

    

 

  



 
 

 

（地震動） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

対象とする 

火山 予報する現象 予報する項目 

     

（土砂崩れ） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（津波）  

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（高潮） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（波浪） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

 

  



 
 

 

（洪水） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

 

 

４．予報業務の開始の予定日 

 

５．電話番号及び電子メールアドレス（申請者が外国法人等の場合は、申請者及び国

内における代表者又は国内における代理人のもの） 

 

６．担当者氏名 

 

７．備考 

 

  



 
 

別記第２号様式（第 11条関係） 

 

    年  月  日 

 

予 報 業 務 変 更 認 可 申 請 書  

 

気象庁長官 

        殿 

 

氏名又は名称            

（法人の場合は）代表者氏名       

 

気象業務法第 19 条第１項の規定により予報業務の変更認可を受けたいので、同法

施行規則第 11条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 
記 

 
１．申請者の氏名又は名称、代表者氏名及び住所 
氏名又は名称 
（法人の場合は）代表者氏名 
住所 

 

２．国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称、代表者氏名及び住

所（申請者が外国法人等の場合のみ） 
氏名又は名称 
（法人の場合は）代表者氏名 
住所 

 

３．変更しようとする事項 

「新」 

（気象）  

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 予報期間 

     

（地象（地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。）） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報期間 

    

  



 
 

 

（地震動） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

対象とする 

火山 予報する現象 予報する項目 

     

（土砂崩れ） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（津波） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（高潮） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（波浪） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

  



 
 

 

（洪水） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

 

「旧」 

（気象）  

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 予報期間 

     

（地象（地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。）） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報期間 

    

（地震動） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（火山現象） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

対象とする 

火山 予報する現象 予報する項目 

     

（土砂崩れ） 

目 的 

範            囲 
予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 
予想を行うか 
否かの別 

予報する

現象 
予報する

項目 
予報期間 

      

 
  



 
 

 
（津波） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報する現象 予報する項目 

    

（高潮） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（波浪） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

（洪水） 

目 的 

範            囲 

予報の種類 

対象とする区域 

当該予報業務の

ための気象の 

予想を行うか 

否かの別 

予報する

現象 

予報する

項目 
予報期間 

      

 

４．変更の予定日 

 

５．変更の概要 

 

６．電話番号及び電子メールアドレス（申請者が外国法人等の場合は、申請者及び国

内における代表者又は国内における代理人のもの） 

 

７．担当者氏名 

 

８．備考 

 

  



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
気
象
業
務
法
及
び
水
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
令
和
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
気
象
業
務
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に

つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
気
象
業
務
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
各

号
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の

気
象
業
務
法
第
十
九
条
第
四
項
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
気
象
業
務
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。




